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Ⅰ 基本的な考え方 

１．計画改定の趣旨 

◆配偶者等からの暴力に対する基本的考え方 

配偶者や交際相手（以下「配偶者等」という。）からの暴力（ドメスティック・バイ

オレンス。以下「ＤＶ」という。）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

被害者の多くは女性であり、その背景には家庭や職場等社会における男女の固定的な

役割分担、経済力の格差等、男女が置かれている状況や過去からの女性差別の意識の

残存があるとされ、男女共同参画社会実現の妨げとなっています。また、ＤＶの多く

が家庭内で行われることから潜在化し被害が深刻化しやすいという傾向があり、さら

には、子どもの目の前で行われるＤＶは子どもの脳に悪影響を与え、心身の成長と人

格形成に重大な影響を与えると言われています。 

さらに、交際相手からの暴力、いわゆるデートDV（※１）も許されない行為です。特

に若年層ではSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の急速な広がり等に

より、被害の形態は多様化しています。 

また、近年においては、身体的暴力だけでなく、大声でどなる、人格を否定する、

生活費を渡さないなどの精神的暴力や経済的暴力に関する相談が増加傾向にあります。 

このような状況を改善するために、まずは、配偶者等からの暴力を防止すること、

被害が起こってしまった場合には、被害者の保護・自立支援に向けた取組や子どもを

含む同居者等への総合的支援が必要です。さらに、同性カップル間の暴力や被害者が

男性・外国人・障害のある人などの場合があることにも留意が必要です。 

さらに、市民一人ひとりがDVは誰にでも起こりうる問題であるという認識を持ち、

DVを容認しない社会環境づくりも求められています。 
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◆（参考）国・府の動き 

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、21 世紀の

我が国の社会を決定する最重要課題として、1999年（平成11年）6月に制定され

た男女共同参画社会基本法（以下「基本法」という。）の前文に位置付けられています。 

基本法では、基本理念に男女の人権の尊重を掲げておりますが、これを踏みにじる

ものとして、配偶者等からのDVの存在があります。 

国においては、2001年（平成13年）4月に、ＤＶの防止及び被害者の保護を図

ることを目的とした「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下

「配偶者暴力防止法」という。）が制定され、2004年（平成16年）12月には、「配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」（以下

「基本方針」という。）が定められました。 

2007年（平成19年）7月の配偶者暴力防止法の一部改正では、市町村における

基本計画の策定が努力義務とされ、2013年（平成25年）7月には、これまで法律

の対象とされていなかった生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者

についても法の適用対象とされました。 

2024年（令和6年）4月には、保護命令制度（※２）について、保護命令を申し立

てることができる被害者の範囲に「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による

脅迫を受けたものが追加、発令要件を「更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自

由等に対する脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」と、申立て

ができる被害者の拡大をはじめ、保護命令の種類の拡大、命令有効期間の伸長等、制

度拡充の法改正が行われました。 

また、同年同月、女性が直面している問題が多様化・複雑化、また複合化するなか、

相談から保護・自立支援までの多様な支援を包括的に提供する体制の整備や、人権の

擁護、男女平等の実現を理念とする「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

（※3）」が施行され、本法の支援の対象者には配偶者暴力被害者も含まれています。 
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京都府においては、2024年（令和6年）３月に策定された「配偶者等からの暴力

の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画」（第5次）（以下「京都府ＤＶ計画」

という。）に基づき、ＤＶの防止と被害者の適切な保護及び自立支援にかかる総合的な

施策を推進することとしています。 

 

 ◆改定の趣旨 

本市では、２０１４年度（平成 26 年度）に「舞鶴市男女共同参画推進条例」を制

定、男女共同参画を阻害する暴力的行為の根絶を目指すことを明記する中で、「舞鶴市

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画」を策定、2020

年（令和2年）3月に第2次計画として改訂（計画期間2020年度（令和2年度）

～2024 年度（令和6 年度））し、DV の防止及び被害者の保護並びに自立支援を行

ってきました。 

今回の改定（計画期間2025年度（令和7年度）～2030年度（令和12年度））

は、現計画を基本に、被害者自身や周囲による被害への気づきを促進し、地域におけ

る身近な相談から保護・社会的自立までの切れ目のない支援の推進を図り、DV を容

認しない社会のさらなる実現を目指すものです。 

 

 

 

（※１） デートDV 

   交際中のカップルの間で起こる暴力のこと 

 

（※2）保護命令制度 
裁判所が被害者の申立てにより、配偶者に対する「つきまとい」といった一定の行為を禁止する命令 

を発令する制度 

 

    （※3）困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

         令和6年4月1日施行。「女性の福祉」、「人権の尊重や擁護」、「男女平等」といった視点に立ち、困

難な問題を抱える女性一人ひとりのニーズに応じて、本人の立場に寄り添い、切れ目のない包括的な支

援を行うことを目的に制定されました。 
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２．計画の位置付け 

本計画は、配偶者暴力防止法第２条の３第３項に基づく本市の基本計画として策定

するものです。併せて「舞鶴市男女共同参画推進条例」の基本理念を踏まえた計画と

して位置付けられ、さらに、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」や、京

都府DV計画を勘案した上で、本市におけるＤＶ対策の基本的方向及び今後の取り組

みを示すものです。 

 

３．計画の期間 

本計画の期間は、2025年度（令和7年度）から20２９年度（令和11年度）ま

での5年間とします。 

ただし、計画期間内であっても、「配偶者暴力防止法」及び「基本方針」の改正や社

会情勢の変化等により、新たに計画に盛り込むべき事項等が生じた場合は、必要に応

じ見直すこととします。 
 

Ⅱ 策定の視点 

１．暴力を許さない社会の実現 

ＤＶは単なる家庭内の問題ではなく、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であ

ることについて世代を問わず広く市民の理解を深め、DV を防止し、暴力を許さない

社会の実現を目指し、市民が日々安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

２．被害者の状況に応じた継続的な支援の実施 

被害者を早期発見するとともに、被害者の安全確保を最優先とし、被害者が抱える

個別の状況・ニーズに即して、プライバシーに十分配慮しつつ、早期の相談・保護か

ら社会的な自立に至るまでの継続的な支援を推進します。 

DV は直接の被害者のみならず、家族、特に子どもに対して深刻な影響を及ぼすこ

とから、必要に応じ同居者や同伴者等も含めた総合的な支援を進めます。対応が困難

なケースも増加しており、ケースの実情・課題に応じた支援体制を強化します。 
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３．社会情勢の変化に応じた対策 

ネット社会の進展など社会情勢が変化するなか、暴力事象の様態も変化し、デート

DVや児童虐待、ストーカー、リベンジポルノ（※4）等関連する事象の多様化や増加が

みられることから、関係課が連携し、男性、外国人、障害のある人や高齢者、性的マ

イノリティなど多様な被害者に配慮した防止対策や支援策を講じます。 

４．関係機関等との連携協力体制の強化 

被害者支援には、豊富なノウハウを持つ関係機関・関係団体との連携・協力が不可

欠であり、また、被害者の安全確保のためには、京都府や他市町など行政区域を越え

た広域対応も必要です。生命を脅かす重大事案や多様な DV 関連事象の発生に鑑み、

警察、教育機関、医療機関、他関係団体等との連携および情報共有を図り、被害者の

保護から自立までのより円滑な支援ができるよう、連携協力体制をさらに強化します。 

 

 

（※4）リベンジポルノ 

   交際中に撮影した画像や動画が、元交際相手によって同意なくインターネット上に公表されること。 

 

Ⅲ 現 状 

１．取組の経緯 

本市では、「舞鶴市男女共同参画計画（まいプラン）」に基づき、ＤＶ防止に関する

啓発や被害者支援について様々な取組を行ってきました。 

２０１４年度（平成 26 年度）の「舞鶴市男女共同参画推進条例」の制定を契機に

「舞鶴市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画」を策

定、2020 年（令和 2 年）に改定し、暴力を許さない社会づくりや DV 防止に向け

た啓発事業及び被害者の保護並びに自立支援を行ってきました。 

   

  【第2次計画の取組概要】 

① 基本目標１ 暴力を許さない意識づくりの推進 

「広報まいづる」への男女共同参画情報「かがやき」の掲載、「女性に対する暴力を

なくす運動（11/12～11/25）」期間にあわせた街頭啓発やＤＶ防止啓発セミナーや

デートDV防止講座等の実施により、意識醸成に取り組んできました。 
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② 基本目標２ DVに気づく環境づくり 

「広報まいづる」への男女共同参画情報「かがやき」の掲載、「女性に対する暴力

をなくす運動（11/12～11/25）」期間にあわせた街頭啓発やＤＶ防止啓発セミナー

やデートDV防止講座等の実施により、どのような行為がＤＶにあたるのかなど、被

害や加害に気づけるよう啓発に取り組んできました。 

 

③ 基本目標３ 総合的な相談・保護体制の充実 

「女性のための相談室」や「舞鶴市配偶者暴力相談支援センター」を設置し、身近

な相談窓口として、相談しやすい環境づくりや、相談・支援をワンストップで対応す

ることによる相談者の負担軽減、関係機関との連携強化に努めてまいりました。被害

者等への対応については、関係機関とも連携しながら安全を最優先にすることを心が

け、必要に応じ一時保護施設への入所支援や被害者の申出による住民基本台帳の閲覧

の制限等の措置を行ってきました。 

 

④ 基本目標４ 自立のための継続的支援体制の確立 

被害者の状況に応じて、関係課や関係機関と連携して各種福祉制度等の情報提供や

その活用による支援をはじめ、一時避難先としての市営住宅の提供、離婚等について

の法律相談の紹介等を行ってきました。 

 

⑤ 基本目標５ 関係機関との連携強化 

被害者への対応・支援を行う上では、庁内関係課が連携を図るとともに、必要に応

じて京都府家庭支援総合センター、京都府北部家庭支援センターや舞鶴警察署等の関

係機関とも連携を図ってきました。 
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 ２．本市のＤＶ相談の状況  

【相談件数の推移】 

本市の窓口でのDV相談件数については年々増加傾向にあり、これは、相談窓口が

周知されたことに加え、一人の相談者が繰り返し相談されることによる積み重ねの件

数です。そのために一概に急増しているとは言えない可能性もあります。しかし一方

で初めて相談に来られる方も、毎年、一定数おられるような状況です。他方、舞鶴市

以外のDV相談窓口における相談件数は、コロナ禍における在宅時間の増加等により、

令和2年度に大きく増え、その後、減少傾向となっておりますが、なお一定数は存在

しています。これらのことから、本市には、暴力による人権侵害は確実に存在し、ま

だ掘り起こされていない部分も多いのではないかと考えられます。 

        （延べ件数）                                

相談窓口 
2019年度 

（Ｈ31 年度） 

2020年度 

（R２年度） 

202１年度 

（R３年度） 

202２年度 

（R４年度） 

202３年度 

（R５年度） 

舞鶴市 

（女性のための相談室・ 

舞鶴市配偶者暴力相談支援センター（※5）） 

139 155 289 368 732 

舞鶴警察署（※暦年） 111 80 106 108 108 

京都府北部家庭支援

センター 
舞鶴市民からの相談 443 334 158 183 73 

京都府家庭支援総合

センター 
舞鶴市民からの相談 104 188 152 114 51 
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 【一時保護（※6）、保護命令（※7）の状況】 

   一時保護の件数の推移をみると本市では2021年（令和3年度）をピークに減少

傾向となっています。保護命令の件数（京都地裁舞鶴支部における配偶者暴力等に関

する保護命令事件の認容（保護命令）件数）については、2～4件で推移しています。  

〔件数〕 

舞鶴市民 

2019年度 

（H31年度） 

2020年度 

（Ｒ2年度） 

2021年度 

（R3年度） 

2022年度 

（R4年度） 

2023年度 

（R5年度） 

一時保護 3 6 7 2 0 

保護命令 2 2 3 3 4 

 

（※5）配偶者暴力相談支援センター 

配偶者暴力相談支援センターは、配偶者暴力防止法に基づき、各都道府県等に設置された被害者支援の中心的

な役割を担う機関です。舞鶴市は2022年度（令和4年度）に府内市町村で初めて設置。京都府内では、「京

都府家庭支援総合センター」「京都府南部家庭支援センター」「京都府北部家庭支援センター」「京都市ＤＶ相談

支援センター」があります。 

 

（※6）一時保護（加害者から逃れたい被害者を一定期間、施設において保護する制度） 

被害者本人の意思に基づき、①適当な寄宿先がなく、その者に被害が及ぶことを防ぐため、緊急に保護するこ

とが必要であると認められる場合、②一時保護所での短期間の生活指導、自立に向けた援助が有効であると認め

られる場合、③心身の健康の回復が必要であると認められる場合に、配偶者暴力防止法第３条第３項及び４項に

より、女性相談支援センターにおいて、又は社会福祉施設等に委託して、一定期間、被害者を保護する制度です。 

 

（※7）保護命令（加害者が被害者に近づけないようにする命令） 

配偶者からの身体に対する暴力等又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者からの身体に対する暴力

等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、地方裁判所が被害者からの申立てに

より、配偶者に対し保護命令を発します。保護命令には、被害者への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、

退去命令の３種類があります。2024年（令和6年）４月から、保護命令の申立てをすることができる被害者

の範囲に、「自由、名誉又は財産に対する被害の告知による脅迫を受けた者」が追加されました。 

 

３．市民のDVについての意識 

2015年度（平成27年度）、2020年度（令和2年）に行った「男女共同参画に関す

る市民アンケート（※8）」において、市民のDVに対する意識調査を行っています。 

 

（※8）男女共同参画に関する市民アンケート調査 

2015年度（平成27年度）、2020年度（令和2年度）に満１８歳以上の市民を対象として男女共同 

参画に関するアンケート調査を実施。（2015年度・2020年度とも2,000人を対象） 

2015年度の回収数は８２１（内訳：女性４４６、男性３７１、不明４）で、回収率は４１．１％ 

2020年度の回収数は７９２（内訳：女性４４１、男性３３５、不明16）で、回収率は３９．６% 
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【１．ＤＶに対する認識】 

「どのような行為が、ＤＶだと思いますか（図①）」という問いに対し、「なぐる、

ける、物を投げる」といった身体的暴力については、女性は90.5％、男性は91.6％

と、約９割の人がＤＶと回答していますが、経済的、精神的、社会的な暴力等は、2015

年度に比べ、わずかながら認識が進んだものの、まだ十分にはＤＶとして捉えられて

おらず、また性別によってもＤＶに対する認識が異なっております。ＤＶの認識も含

めた啓発をさらに進めていくことが必要であると思われます。 

図①                ≪2020年度（令和２年度） 市民アンケート結果≫ 

どのような行為をＤＶだと思いますか。（複数回答） 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.5 

61.0 

82.3 

75.3 

73.0 

57.8 

74.4 

66.0 

7.5 

91.6 

58.5 

81.2 

61.8 

59.4 

52.5 

66.6 

56.7 

3.6 

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0  100.0

身体的暴力

何を言っても無視する

おどす、大声でどなる

性交渉の強要、避妊への非協力

生活費を入れない、お金を持ち出す

収入が少ないと責める

ののしる

交友関係の細かいチェックや厳しい制限

無回答

女性(N=441) 男性(N=335)
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図② 2015年度（平成27年度）市民アンケート結果との比較 

 

 

 

◆参考 ＤＶの形態 

ＤＶには、身体的暴力以外にも様々な暴力の形態があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.3 

59.3 

81.1 

68.9 

66.7 

55.1 

70.5 

61.5 

6.6 

87.7 

52.0 

68.7 

61.8 

56.6 

38.4 

64.9 

50.5 

8.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体的暴力

何を言っても無視する

おどす、大声でどなる

性交渉の強要、避妊への非協力

生活費を入れない、お金を持ち出す

収入が少ないと責める

ののしる

交友関係の細かいチェックや厳しい制限

不明・無回答

令和2年度舞鶴市調査

（N=792）

平成27年度舞鶴市調査

（N=821）

 
●大声で怒鳴ったり、おどしたりする 

●人前で侮辱的、差別的発言をする 

●無視する 

精神的暴力 

 
●子どもの前で暴力を振るう 

●子どもに危害を加えるとおどす 

子どもを利用した暴力 

 
●なぐる、ける 

●物を投げつける、髪を引っ張る 

●刃物などを突きつける 

身体的暴力  
●生活費を渡さない、お金を取り上げる 

●就職や仕事を続けることを妨害する 

経済的暴力 

 
●性的行為を強要する 

●避妊に協力しない 

●見たくないポルノビデオや雑誌を見せる 

性的暴力 

 
●交友関係や電話を細かく監視する 

●外部との接触を制限する 

社会的暴力 
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【２．ＤＶ経験の状況】 

「ＤＶを受けた経験（図③）」については、女性では約２割、男性では１割超の人

が「受けたことがある」と回答しており、実に５人に１人はＤＶ被害者ということ

になります。 

 

図③          ≪2020年度（令和2年度） 市民アンケート調査をもとに作成≫ 

何らかのDVを受けた経験がある人の割合 

 

 

 

「受けたＤＶの種類（図 4）」については、女性では「なぐる、ける、物を投げる」と

いった身体的暴力が約4割、ののしるなどの精神的暴力が5割、男性では「無視された」

「収入が少ないと責められた」という精神的暴力が多くなっています。また 2015 年度

（平成27年度）と比較して、身体的暴力は減っていますが、精神的暴力は増えています。 

 

図④ 受けたDVの種類（複数回答） 
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11.4 
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11.6 
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全体

女性

男性

何らかのＤＶを受けた ＤＶを受けたことがない 無回答

36.6 

20.8 

52.5 

19.8 

21.8 

5.9 

23.8 

27.7 

16.7 

43.8 

29.2 

2.1 

8.3 

39.6 

0.2 

20.8 

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0

身体的暴力

何を言っても無視する

おどす、大声でどなる

性交渉の強要、避妊への非協力

生活費を入れない、お金を持ち出す

収入が少ないと責める

ののしる

交友関係の細かいチェックや厳しい制限

女性(N=101) 男性(N=48)
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図⑤ 2015年度（平成27年度）市民アンケート結果との比較 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.5 

29.5 

47.0 

14.8 

18.1 

18.1 

17.4 

25.5 

41.1 

34.1 

18.6 

15.5 

14.7 

10.5 

24.8 

26.4 

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0

身体的暴力

何を言っても無視する

おどす、大声でどなる

性交渉の強要、避妊への非協力

生活費を入れない、お金を持ち出す

収入が少ないと責める

ののしる

交友関係の細かいチェックや厳しい制限

令和2年度舞鶴市調査（N=149) 平成27年度舞鶴市調査（N=129)
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【３．被害者の相談状況】 

被害者のうち、女性・男性とも「誰にも話したり、相談したりしていない（図⑥）」

の割合が最も高くなっています。また、その割合は女性32.6％に比べ、男性36.8％

と、男性が高くなっています。2015年度（平成27年度）（図⑦）と比較すると、「誰

にも相談していない」人の割合は減少しているものの、行政機関を始め警察や弁護士

等に相談した人の割合は約５％にとどまっており、相談機関につながっていない状況

がうかがえます。 

 

図⑥                ≪2020年度（令和２年度） 市民アンケート結果≫ 

誰かに話したり、相談しましたか。(複数回答） 
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2.1 

22.9 

0 

1.4 

4.2 

2.1 

0.7 

1.4 

32.6 

30.6 

4.6 

1.1 

5.7 

1.1 

0 
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1.1 

0 

4.6 

36.8 

47.1 

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0

家族や親族に相談した

職場の上司に相談した

同僚や友人に相談した

学校や職場の相談窓口で相談した

行政機関に相談した

警察に連絡・相談した

弁護士に相談した

医師に相談した

その他

誰にも相談していない

無回答

女性(N=144) 男性(N=87)
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図⑦ 2015年度（平成27年度）アンケート結果との比較  

※選択肢が異なるため、共通のもののみ比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 

1.6 

15.6 

0.4 

2.5 

33.7 

38.3 

34.6 

3.8 

25.4 

0.0 

7.7 

47.7 

0.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

家族や親族に相談した

職場の上司に相談した

同僚や友人に相談した

学校や職場の相談窓口で相談した

その他

誰にも相談していない

不明・無回答

令和2年度舞鶴市調査

（N=243）

平成27年度舞鶴市調査

（N=130）
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【４．相談しなかった理由】 

男女とも「相談しても無駄、何も変わらないと思った（図⑧）」が40.０％以上であ

り、次いで「相談するほどのことではないと思った」が男性40.6％、女性34.0%と、

相談することを諦め、ひとりで悩んでいる状況がうかがわれます。2015年度（平成

27 年度）（図⑨）と比較すると、「相談先がわからなかった」の割合は減少してはい

るものの、引き続き、性別に関わらず、被害者が相談しやすい環境づくりが必要であ

ると思われます。 

 

  図⑧             ≪2020年度（令和2年度） 市民アンケート結果≫ 

なぜ、だれにも相談しなかったのですか。（複数回答） 
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42.6 

25.5 

6.4 

2.1 

17.0 

23.4 

34.0 

4.3 

12.8 

2.1 

0.0 

3.1 

40.6 

15.6 
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40.6 

0.0 

6.3 

15.6 

3.1 

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0

相談先がわからなかった

相談しても無駄、何も変わらないと思った

人に知られたくなかった

相談しても自分のせいにされると思った

相手に知れるともっとひどい暴力を受けると思った

自分さえ我慢すればよいと思った

自分にも悪いところがあると思った

相談するほどのことではないと思った

子どもに危害が及ぶと思った

他人をまきこみたくなかった

その他

不明・無回答

女性（N=47) 男性(N=32)
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図⑨  2015年度（平成27年度）アンケート結果との比較  

※選択肢が異なるため、共通のもののみ比較 
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0.0 
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相談先がわからなかった

相談しても無駄、何も変わらないと思った

人に知られたくなかった

相談しても自分のせいにされると思った

相手に知れるともっとひどい暴力を受けると思った

自分にも悪いところがあると思った

相談するほどのことではないと思った

子どもに危害が及ぶと思った

その他

不明・無回答

令和2年度舞鶴市調査

（N=82）

平成27年度舞鶴市調査

（N=62）
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【５．ＤＶ防止、解決の方策】 

ＤＶを防止するために必要なこと（図⑩）として、男女とも「暴力をふるった者への

罰則を強化する」「暴力を防止するための学校における教育」「暴力は人権侵害・犯罪で

あることの広報・啓発」の回答が多くありました。 

しかし、ＤＶを解決するために必要なこと（図⑪）としては、男性の回答で最も多い

のが「本人同士がよく話し合い、理解を深める」でした。ＤＶが当人同士の話し合いで

容易に解決できる問題ではないということへの理解が進んでいないことが分かります。

一方、女性は「被害者のための緊急避難所を提供する」の回答が多く、女性は、被害後

すぐに加害者と距離をとれる措置を望んでいる傾向にあります。また、男女問わず、「警

察が適切に対応する」も多く、ＤＶを正しく理解するための啓発を図るとともに、緊急

時に備えて、安心・安全の提供と確保が必要と思われます。 

さらに、2015年度（平成27年度）に比べ2020年度（令和2年度）の調査では

（図⑫）、「暴力は人権侵害・犯罪であることの広報・啓発」の重要性を感じる人が大き

く増加していることが見て取れます。 

 

図⑩                 ≪2020年度（令和2年度） 市民アンケート結果≫ 

DVを解決するためにはどのようなことが必要だと思いますか。（○は3つまで） 
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18.4 

26.8 

30.4 

10.9 

24.3 

40.4 

20.9 

32.0 

3.2 

5.9 

35.5 

26.9 

26.9 

30.1 

9.9 

20.3 

27.2 

14.3 

32.8 

5.1 

2.7 

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0

本人同士がよく話し合い、理解を深める

友人や知人など第三者が相談にのって解決する

市役所や公共施設での相談体制を充実させる

弁護士などに気軽に相談できるようにする

地域などで身近に相談できるようにする

カウンセラーやサポーターを増やす

被害者のための緊急避難所を提供する

加害者が二度と繰り返さないための教育を行う

警察が適切に対処する

その他

不明・無回答

女性(N=441) 男性(N=335)
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図⑪                ≪2020年度（令和2年度） 市民アンケート結果≫ 

DVを防止するためにはどのようなことが必要だと思いますか。（○は3つまで） 

 

 

図⑫ 2015年度（平成27年度）アンケート結果との比較  

※選択肢が異なるため、共通のもののみ比較 
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暴力は人権侵害・犯罪であることの広報・啓発

暴力防止のための研修会・イベント

暴力を防止するための学校における教育

加害者が二度と繰り返さないための教育を行う

暴力をふるったものへの罰則を強化する

その他

無回答

女性（N=441) 男性（N=335)

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0

本人同士がよく話し合い、理解を深める

友人や知人など第三者が相談にのって解決する

暴力は人権侵害・犯罪であることの広報・啓発

市役所や公共施設での相談体制を充実させる

弁護士などに気軽に相談できるようにする

地域などで身近に相談できるようにする

カウンセラーやサポーターを増やす

被害者のための緊急避難所を提供する

警察が適切に対処する

その他

無回答

令和2年度舞鶴市調査

（N=792)

平成27年度舞鶴市調査

（N=821)
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【６．相談窓口で配慮すべきと思うこと】 

  相談窓口で配慮すべきと思うこと（図⑬）について、「同性の相談員がいる」「24 時

間相談が可能」「匿名での相談」など、相談のしやすさを求める回答が多くありました。

また、それらに次いで、相談後の各種支援へのつながりやすさを重視する回答もありまし

た。 

 

図⑬                 ≪2020年度（令和2年度） 市民アンケート結果≫ 

相談窓口で配慮すべきと思うことは何ですか（〇は３つまで） 
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24時間相談が可能

同性の相談員がいる

相談窓口から、さまざまな支援につなげる

匿名での相談

心理カウンセラーによるカウンセリング

相談員による出張相談

その他

不明・無回答

女性（N＝441） 男性（N＝335）
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Ⅳ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要施策(１) DV防止に向けた市民・事業所等への啓発 

主要施策(２) 子どもや若い世代への教育・啓発 

基本目標１ 暴力を許さない意識づくりの推進 

主要施策(１) 相談体制の充実・強化 

主要施策(１) 暴力に苦しむ被害者に向けた情報提供 

主要施策(２) 被害者を理解し、孤立させないための気づきの促進 

基本目標２ DVに気づく環境づくり 

主要施策(２) 相談に関する関係機関との連携 

主要施策(５) 保護命令に関する支援 

主要施策(３) 緊急時における被害者等の安全確保 

主要施策(４) 被害者等の情報管理の徹底 

基本目標３ 総合的な相談・保護体制の充実 

主要施策(３) 被害者の子どもに関する支援 

主要施策(１) 被害者への自立に関する支援 

主要施策(２) 被害者への心理的な支援 

基本目標４ 自立のための継続的支援体制の充実 

主要施策(３) 職員等に対する研修 

主要施策(１) 市における体制の強化 

主要施策(２) 関係機関、関係団体との連携・協力 

主要施策(４) 調査・研究の推進 

主要施策(５) 苦情処理体制の整備 

基本目標５ 関係機関との連携強化 
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Ⅴ 計画の内容 

 

 

市民アンケート調査の結果では、実に５人に１人は何らかのDVを受けた経験がある

と回答しています（図③）。 

ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同参画社会実現の妨

げとなっています。また、配偶者間だけではなく、カップル間でのデートDVといわれ

る暴力が起きていることから、被害者の低年齢化が懸念されています。 

あらゆる暴力を容認しない社会風土を作るため、子どものころから、互いを尊重し、

暴力を許さず、いのちを大切にする意識の醸成が必要です。 

低年齢からの暴力防止教育を推進すると同時に、大人に対し、DV 被害の実態や DV

の特性、背景、子どもの目の前で生じる「面前DV」は児童虐待であり、子どもへの悪

影響等についての啓発を行い、市民一人ひとりの DV に対する認識を深めていきます。

さらに地域団体や企業とも連携しDV防止の周知・啓発を進めるなど、あらゆる機会を

活用して積極的に暴力を許さない意識づくりを進めていきます。また、被害を受けてい

るにも関わらず被害の認識がない方が、暴力の形態に関わらず被害者であると認識し、

必要な支援に繋がれるよう、被害者自身の意識にも働きかけるよう啓発に努めます。 

 

主要施策(1) DV防止に向けた市民・事業所等への啓発 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

「ＤＶは身近にある重大な人権侵害であることを認識するとともに暴力

を許さない社会を実現する」ための啓発を実施します。 

・出前講座による地域への啓発、企業等の職場での人権研修等において

DV防止や児童虐待防止に対する啓発を行います。 

人権啓発推進課 

こども家庭しあわせ課  

２ 

DV防止についての周知に努めます。 

・「広報まいづる」への男女共同参画情報誌「かがやき」の掲載や市のホ

ームページへの掲載等様々な媒体を利用して啓発を行います。 

人権啓発推進課 

広報広聴課 

３ 

ＤＶ防止のためのリーフレット等を作成し、配布します。 

・DV 防止啓発冊子やサポートカード等を作成し、公共施設等に設置す

るとともに、相談窓口について周知を図ります。 

人権啓発推進課 

市施設各所管課 

４ 
「女性に対する暴力をなくす運動（11/12～11/25）」を積極的にＰＲし、

期間中において重点的な啓発を行います。 
人権啓発推進課 

５ 
DV について正しく認識することで、被害の防止や、被害者自身に気づ

きを促し、必要な支援につながれるよう啓発を実施します。 
人権啓発推進課 

基本目標１ 暴力を許さない意識づくりの推進 
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主要施策(2) 子どもや若い世代への教育・啓発 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
保育所、幼稚園、学校等あらゆる保育・教育の場において、人権を尊重

し、暴力を許さない心を育む取り組みを行います。 

乳幼児教育推進課 

学校教育課 

子育て応援課 

2 

年代に応じた暴力を許さない意識づくりやデートＤＶの啓発に努めま

す。 

・心身の発達段階ごとにふさわしい方法で暴力を許さない意識づくりや、

小・中・高校生からデートＤＶに関する啓発を行います。 

・若年層向けの啓発冊子やリーフレットを作成し、配布します。 

人権啓発推進課 

学校教育課 

3 

園児・児童・生徒の保護者に対し、暴力が子どもに及ぼす影響やデート

ＤＶ等に関する情報提供及び啓発に努めます。また、暴力を許さない心

を育む家庭教育の大切さについて啓発します。 

・教育の場において、ポスター掲示等により、子どもや保護者に対する

啓発を行います。 

人権啓発推進課 

乳幼児教育推進課 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 
国や京都府と連携し、加害者に気づきを促す手法などを検討し、啓発に

努めます。 
人権啓発推進課 

７ 
ＤＶ防止に関する啓発や被害者の支援を行う団体に対する支援に努めま

す。 
人権啓発推進課 
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市民アンケート調査の結果では、「誰にも相談していない」人の割合が 33.7%（図

⑦）と、依然として、相談につながれず、一人で抱え込み悩んでいる人がいるという状

況となっています。 

配偶者や交際相手等、親密な関係性の中で起こる暴力は周囲に気づかれにくいことや、

相談につながらないために、被害者が潜在化してしまうケースが多く、また、被害者が 

男性の場合はとくに、男性であるがゆえに相談しづらいケースが多くあります。 

DV 被害に苦しむ人自身が被害に気づくような情報提供を行うとともに、被害が深刻

化することを防ぎ、被害者が一人で悩むことなく早期に必要な支援を行うために、相談

窓口を周知する必要があります。 

また、通報は配偶者暴力防止法に基づく義務（努力義務）ですが、被害者の早期発見

に関わるあらゆる関係者（医療関係者、学校関係者、子育て支援関係者、福祉関係者等）

や地域ネットワーク（京都府北部家庭支援センター、児童福祉法に基づく要保護児童対

策地域協議会等）との連携を強化し、DV 被害者を見逃さず、的確な支援を行う環境を

整備する必要があります。 

   

主要施策(1) 暴力に苦しむ被害者に向けた情報提供 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

カード等を活用し、被害者自身がDVに気づくよう情報提供を行います。 

・相談窓口等の情報提供、DVチェックリストやDV行為の例をカード

やチラシ等で周知し、被害者の目に届くような施設や場所に設置します。 

人権啓発推進課 

市施設各所管課 

2 

DV について正しく認識することで、被害の防止や、被害者自身に気づ

きを促し、必要な支援につながれるよう啓発を実施します。 

（再掲1-（1）-5と同じ） 

人権啓発推進課 

3 

被害者が参加する可能性のある講習会等で集中的な啓発を実施します。 

・育児講座、消費生活講座など被害者が参加する可能性の高い講習会な

どでDVについての広報を行います。 

人権啓発推進課 

関係各課 

4 
「女性に対する暴力をなくす運動（11/12～11/25）」を積極的にＰＲし、

期間中において重点的な啓発を行い、DV防止の機運の醸成を図ります。 
人権啓発推進課 

5 

最も身近なDV相談窓口として周知されるようPRに努めます。 

・広報紙・ホームページでの相談窓口の周知に加え、カード・チラシ・

啓発グッズ等に相談支援機関の情報を明示し、周知を徹底します。 

人権啓発推進課 

広報広聴課 

 

 

 

基本目標２ DVに気づく環境づくり 
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主要施策(2) 被害者を理解し、孤立させないための気づきの促進 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
傍観者にならないために「配偶者暴力防止法」に定めるＤＶの発見者に

よる通報の努力義務規定を市民に周知します。 

人権啓発推進課 

広報広聴課 

２ 

DV防止についての周知に努めます。 

・「広報まいづる」への男女共同参画情報誌「かがやき」の掲載や市のホ

ームページへの掲載等様々な媒体を利用して啓発を行います。 

（再掲1-(1)-2と同じ） 

人権啓発推進課 

広報広聴課 

３ 

ＤＶ防止のためのリーフレット等を作成し、配布します。 

・DV 防止啓発冊子やサポートカード等を作成し、公共施設等に設置す

るとともに、相談窓口について周知を図ります。 

（再掲 1-(1)-３と同じ） 

人権啓発推進課 

市施設各所管課 

４ 

関係機関と連携強化を図り、DV被害者の早期発見に努めます。 

・被害者を発見しやすい立場にある関係機関者（医療関係者、福祉関係

者、学校関係者、民生児童委員等）向けにDVに関する情報提供（通報

等の対応方法、相談支援機関の情報等）をまとめたマニュアル等を作成、

配布し、対応の周知を徹底します。 

・生活困窮、児童虐待等DV以外の相談窓口においても、DV被害に気

づき、相談機関へつなぐことができるよう、情報共有や連携を強化しま

す。 

人権啓発推進課 

福祉部各課 

健康・こども部各課  

学校教育課 他 
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DV被害者の支援を行う機関は、市、京都府北部家庭支援センター、警察などがあり、

各機関への舞鶴市民からのDV被害者相談件数は、近年増加しています（11ページの

グラフ）。 

被害者が安心して相談できるよう、関係各課が連携を図り、被害者一人ひとりの視点

に立った相談・支援体制を整えていくことが必要です。また、相談内容が多様化・複雑

化するなかで、引き続き、生活支援相談課がワンストップ窓口となり、被害者の相談や

保護、自立支援等、総合的な支援をコーディネートし、関係各課や関係機関等と連携を

強化することが必要です。 

今後は、男性や外国人からの相談も増えると予想され、性別や国籍等に関わらず DV

に悩む全ての方が相談しやすい環境整備についても検討が必要です。 

被害者に対する暴力が緊迫している場合は、警察との連携や一時保護施設への入所等

により、速やかに被害者等の安全を確保する必要があります。 

加えて、加害者に被害者等の居所などを知られることがないよう、住民基本台帳の閲

覧制限や就学関係等の情報管理を徹底し、安全を確保することが重要です。また、保護

命令制度等の情報提供や制度利用に当たっての助言等、被害者に寄り添った支援を行う

ことが必要です。 
 
 
 
 
主要施策(1) 相談体制の充実・強化 

  取 組 内 容 主な担当課 

１ 

相談体制の充実に努めます。 

・被害者がためらわずに相談できる環境整備のため、窓口体制をさらに

強化します。 

・ＤＶ被害者のニーズを的確に把握し、被害者に寄り添いながら必要な
支援策を行います。 

・被害者が助けを求められる様々な相談手法を検討します。 

人権啓発推進課 

生活支援相談課 

２ 

相談から支援までワンストップで対応できる体制を強化します。 

・被害者の安全確保や負担軽減を図るため、関係各課が連携し、ワンス

トップサービス（相談・支援窓口の一元化）体制を強化します。 

・相談から支援までの手続きが短時間で効果的に実施できるよう、連携

強化を図ります。 

生活支援相談課 

関係各課 

基本目標３ 総合的な相談・保護体制の充実 
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３ 

関係職員、相談員等の人材育成を図ります。 

・被害者支援に携わる職員や相談員等の資質向上や次世代育成と二次的

被害（※9）防止等のため、内部・外部研修の機会を作ります。 

・庁内 DV 対策連携会議等を利用して、DV に対する正しい理解や全

庁的な意識づけのための研修を行います。  

人権啓発推進課 

生活支援相談課 

  取 組 内 容 主な担当課 

４ 

被害者の置かれている状況に応じ、関係各課と情報共有を行います。 

・必要に応じて、被害者の状況や必要とする支援について関係各課で情

報を共有し、迅速な対応に努めます。 

生活支援相談課 

市民課 

こども家庭しあわせ課 

住宅課 他 

５ 

被害者並びに加害者の特性（外国人、障害のある人、高齢者、ＬＧＢ

Ｔ等）に応じた情報提供や相談支援を行います。 

・相談窓口や制度の紹介、各種手続きの説明等を掲載した外国語による

リーフレット等を配布します。 

・関係各課や関係機関と連携し、適切な対応を図ります。 

人権啓発推進課 

生活支援相談課 

みなと振興・国際交流課  

高齢者支援課  

障害福祉・国民年金課 他  

６ 
加害者からの相談に対応します。 

・国や京都府が実施する加害者プログラム等の情報提供を行います。 

生活支援相談課 

人権啓発推進課 

 

主要施策(２) 相談に関する関係機関との連携 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

京都府家庭支援総合センター、京都府北部家庭支援センター、京都府中

丹東保健所や舞鶴警察署等の関係機関と十分な連携を図ります。 

・関係機関との連携を強化し、DV や児童虐待など家庭問題を総合的に

相談・支援できる体制を確立し、連携を強化します。 

生活支援相談課 

福祉部各課 

健康・こども部各課 

２ 

切れ目のない支援体制に向けた転居元・転居先の関係機関との連携 

・転居を伴う被害者に対して、転居元・転居先の市町村等との情報共有

を行い、継続的な支援ができるよう努めます。 

生活支援相談課 

市民課 

保険医療課 

高齢者支援課 

障害福祉・国民年金課 他  

 

 

主要施策(３) 緊急時における被害者の安全確保 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

関係各課及び関係機関等との迅速な連携と情報共有を図り、被害者等の

安全確保を最優先に考えた対応を行います。 

・警察等との連携により状況に応じた被害者の安全確保を行います。 

生活支援相談課 

2 

一時保護が必要な被害者について、京都府家庭支援総合センターと連携

し、一時保護施設への入所を支援します。 

・必要に応じて警察と連携し、一時保護施設までの同行支援を行います。 

生活支援相談課 
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3 
一時保護施設への入所等に際して、被害者等の状況に応じた必要な支援

を行います。 
生活支援相談課 

４ 

被害者の子ども等家族の安全確保を図ります。 

・被害者が避難時に同伴できなかった子どもや家族が安心して生活でき

るよう、警察、学校等と連携して支援を行います。 

生活支援相談課 

学校教育課 

こども家庭しあわせ課 

５ 
必要に応じて、一時保護施設以外の緊急避難先の確保に係る支援策を図

ります。 

人権啓発推進課 

生活支援相談課 

こども家庭しあわせ課  

 

主要施策(４) 被害者等の情報管理の徹底 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
被害者等の個人情報が周囲（特に加害者）に知られないよう、情報管理

を徹底します。 
全課 

2 

住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し、戸籍の附票の写しの発行、マイ

ナンバーによる情報開示を申し出により制限し、情報管理を徹底します。 

・被害者に申出の手続きや閲覧等の制限について情報提供します。 

・申出があった場合には、住民基本台帳の閲覧等の制限を実施するとと

もに、住民基本台帳データに基づき事務処理を行う関係各課においても

情報管理を徹底します。 

市民課 

関係各課 

3 
被害者の子どもに関する居所等の情報について、学校関係者等に守秘義

務の徹底を図ります。 

子育て応援課 

学校教育課 

乳幼児教育推進課 

 

主要施策(５) 保護命令等に関する支援 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

保護命令制度に関する情報提供を行います。 

・保護命令制度の説明と保護命令関係書類の作成支援を行います。 

・保護命令を裁判所に申し立てる際に、状況に応じて裁判所への同行等、

必要な支援を行います。 

生活支援相談課 

２ 
配偶者暴力相談支援センターにて、「配偶者からの暴力の被害者に係る証

明書」を発行します。 
生活支援相談課 

３ 住民基本台帳の閲覧等の制限を利用する際、必要な支援を行います。 生活支援相談課 

 

（※9）二次的被害 

被害者と接する者の不適切な対応により、被害者に生じるさらなる被害のこと 
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被害者が社会的に自立して生活するためには、経済的支援、住宅の確保、子どもの育

成、心のケアなど様々な支援が必要であり、被害者一人ひとりのニーズに合わせた切れ

目のない支援を行うため、関係機関が連携し、一体となって支援していくことが必要で

す。 

 保護命令、離婚、養育費等の法的課題の解決に向けた支援、生活保護制度をはじめと

する福祉・保険制度による支援、住宅確保に向けた支援、就労に向けた支援、心理的な

支援、子どもへの支援等を関係各課が連携して行います。 

 

主要施策(1) 被害者への自立に関する支援 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
被害者の自立支援全般に関する情報提供や助言を行うとともに、被害者

の状況に応じた支援を行います。 

生活支援相談課 

関係各課 

２ 
一時保護から母子の保護・自立のための「母子生活支援施設」等への入

所支援を行います。 
こども家庭しあわせ課 

３ 
転出先市町村へ被害者についての情報提供を行い、切れ目のない支援が

実施できるよう努めます。 

生活支援相談課 

関係各課 

４ 
生活保護等の各種福祉保険制度、各種支援制度に関する情報提供とその

活用による支援を行います。 

生活支援相談課 

福祉援護課 

子育て応援課 

福祉企画課 他 

５ 
国民健康保険や医療費助成、国民年金等の制度に関する情報提供とその

活用による支援を行います。 

保険医療課 

障害福祉・国民年金課 

６ 

保護命令が発令されるなどした被害者に対して、市営住宅を一時入居先

として提供するとともに、市営住宅や府営住宅の入居について情報提供

を行います。 

住宅課 

生活支援相談課 

７ 
市就業支援センターにおいてハローワーク舞鶴や北京都ジョブパーク等

と連携し、就労支援や職業訓練等の情報提供を行います。 
産業活力課 

８ 
母子自立支援員による就労相談や、母子家庭等自立支援給付金制度等の

活用についての情報提供を行います。 
子育て応援課 

９ 
被害者の離婚、子どもの親権等法的問題を解決するための法律に関する

相談や情報提供を行います。 
生活支援相談課 

10 
住民基本台帳の閲覧制限について、定期的に状況確認し、必要な支援を

図ります。 

市民課 

生活支援相談課 

基本目標４ 自立のための継続的支援体制の確立 
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主要施策(2) 被害者への心理的な支援 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
被害者に対してカウンセリング等心理的な支援を継続的に行える環境整

備を検討します。 

人権啓発推進課 

生活支援相談課 

2 

京都府家庭支援総合センター、京都府北部家庭支援センター、京都府中

丹東保健所等と連携し、カウンセリングや精神的治療に関する専門機関

について情報提供を行います。 

人権啓発推進課 

生活支援相談課 

 

主要施策(3) 被害者の子ども等に関する支援 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
保育所への優先入所や学校における就学の確保等、適切な支援を行いま

す。 

乳幼児教育推進課 

学校教育課 

2 

学校等において適切な配慮が受けられるよう、保育所、幼稚園、学校等

との連携を図り、保育士や教職員、スクールカウンセラーによる見守り

支援・相談体制を充実します。 

乳幼児教育推進課 

学校教育課 

3 
心身のケアを必要とする子どもに対して、関係機関等と連携して適切な

支援を行います。 

こども家庭しあわせ課 

乳幼児教育推進課 

学校教育課 

4 
ファミリーサポートセンターや子育て支援サービスについての情報提供

を行います。 

こども家庭しあわせ課  

子育て応援課 

5 就学援助制度や奨学金制度について情報提供を行います。 学校教育課 

６ 

関係機関との連携による子どもへの継続的な支援を実施します。 

・要保護児童対策地域協議会等、関係機関の支援方針等について話し合

い、情報共有を図ります。 

・乳幼児健診等を通じて子どもの成長・発達を確認し、被害者の状況把

握と継続支援を行います。 

こども家庭しあわせ課  

子育て応援課 

７ 
地域で子どもに関わるあらゆる関係者に対して、DV が子どもに及ぼす

影響についての理解を深める研修や啓発を行います。 
人権啓発推進課 

８ 被害者の親族等からの相談に応じる体制を図ります。 生活支援相談課 
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被害者への適切な支援を行うため、安全確保と自立に向けた各段階で関係機関と緊密

な連携を図ることが大切です。関係各課が連携し情報共有を図り、効率的・効果的な支

援ができるようネットワークを充実させることが求められています。 

また、京都府家庭支援総合センター、京都府北部家庭支援センター、京都府中丹東保

健所、舞鶴警察署等の関係機関、医療機関、他関係団体等と連携をさらに強化する中で、

いざという時に協力して被害者支援ができる体制が必要です。 

さらに、DV の特性について十分理解し、きめ細やかでニーズに応じた支援ができる

人材の育成が必要です。 

 

主要施策(1) 市における体制の強化 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

関係各課によるＤＶ対策連絡会議を開催し、ＤＶ防止に関する啓発や、

制度についての研修、被害者等の緊急保護、自立支援等の状況把握など

を行います。 

人権啓発推進課 

関係各課 

 

主要施策(2) 関係機関、関係団体との連携・協力 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

被害者の相談対応、安全確保、自立支援等について、京都府北部家庭支

援センターや京都府中丹東保健所、舞鶴警察署等の関係機関との連携を

強化します。 

・定期的にDV被害者支援について情報交換を行う場を設け、総合的に

相談・支援できる体制を確立します。 

人権啓発推進課 

生活支援相談課 

2 
重層的支援体制整備事業における包括的相談支援事業の活用により、被害の

発見や、被害者の複合した課題解決のため、連携に努めます。 
生活支援相談課 

3 

ＤＶ防止に関する啓発を効果的に進めるとともに、被害者に対する適切

な支援を行うため、配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都協議

会とも連携し、行政機関、警察、医療機関、関係団体等とのネットワー

クの構築に努めます。 

人権啓発推進課 

生活支援相談課 

4 
被害者の保護・支援等について近隣自治体や関係自治体との連携を図り

ます。 
生活支援相談課 

5 
ＤＶ防止に関する啓発や被害者の支援を行う団体に対する支援に努めま

す。（再掲 1-(1)-6と同じ） 
人権啓発推進課 

 

 

 

基本目標５ 関係機関との連携強化 
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主要施策(3) 職員等に対する研修 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

関係職員、相談員等の人材育成を図ります。 

・被害者支援に携わる職員や相談員等の資質向上のため、内部・外部の

研修の機会を作ります。 

・庁内DV対策連携会議等を利用して、DVに対する正しい理解や全庁

的な意識づけのための研修を行います。（再掲 3-（1）-４と同じ） 

人権啓発推進課 

関係各課 

 

 

主要施策(4) 調査・研究の推進 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 
市民アンケート調査等によりＤＶに関する現状や市民意識を把握し、課

題を明らかにすることによりＤＶ関連施策への反映に努めます。 

人権啓発推進課 

生活支援相談課 

2 
国や京都府が実施する調査・研究及び意識調査等の成果について情報収

集に努めます。 

人権啓発推進課 

生活支援相談課 

 

 

主要施策(5) 苦情処理体制の整備 

  取 組 内 容 主な担当課 

1 

被害者や支援者等から、市のＤＶ対策に係る取り組みに対して苦情の申

出を受けたときは、所管課において適正かつ迅速に対応するとともに、

処理結果について申出者に対して説明責任を果たすよう努めます。 

関係各課 

2 
苦情及びその処理内容について関係各課で情報を共有し、被害者に対す

る適切な対応に努めます。 
関係各課 
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１ 相談機関一覧 
 

※令和7年３月現在の内容です。内容については、変更される場合があります。 

※★マークの付いている相談は、いずれも予約が必要です。 

区分 相談機関 電話番号 開設日・時間 

舞鶴市 

女性のための相談室 

0773-65-0056 

【電話相談】 

月～金曜日 9：00～16：00 

（祝日・年末年始を除く） 

【★面接相談】 

 月～金曜日 9：00～16：00 

（祝日・年末年始を除く） 

舞鶴市配偶者暴力相談支

援センター 

配偶者 

暴力相談

支援ｾﾝﾀｰ 

京都府家庭支援総合 

センター 
075-531-9910 

【電話相談】 

毎日 9：00～20：00 

＊緊急の相談・通報は 

24時間受付 

＊必要に応じて一時保護も 

行っています。 

【★面接相談】 

月～金曜日 9：00～1９：00 

（祝日・年末年始を除く） 

京都府北部家庭支援 

センター 

（福知山児童相談所） 

0773-22-9911 

【電話相談】 

月～金曜日 9：00～17：00 

（祝日・年末年始を除く） 

【★面接相談】 

月～金曜日 ９：00～16：00 

（祝日・年末年始を除く） 

警察 
舞鶴警察署 

（生活安全課） 
0773-75-0110 緊急時は「１１０番」 

保健所 京都府中丹東保健所 0773-75-0856 
月～金曜日 8：30～17：00 

（祝日・年末年始を除く） 
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２ 計画の策定経過  
 

開催日 開催（実施）事項 内容 

８月2９日 
第1回 

舞鶴市男女共同参画審議会 
・DV対策基本計画の策定について諮問 

１０月７日 
第２回 

舞鶴市男女共同参画審議会 
・計画の内容について 

11月19日 
第３回 

舞鶴市男女共同参画審議会 
・答申案について 
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3 舞鶴市男女共同参画審議会委員名簿 
 

◎…会長  ○…副会長               （敬称略、５０音順 ） 

氏 名 所 属 等 
条例に基づく 

区    分 

市田 奈津子 京都府北部家庭支援センター 関係行政機関 

◎稲葉  カヨ 元京都大学理事・副学長 学識経験者 

伊庭  節子 NPO法人まいづるネットワークの会 関係団体 

梅澤  秀明 
京都府教育委員会認定フリースクール 

聖母の小さな学校 
その他 

片又  康夫 舞鶴人権擁護委員協議会 その他 

加茂前 都美子 株式会社光栄ビルメンテナンス その他 

阪口  靖敬 舞鶴市立中学校長会 その他 

 仙田  晴樹 社会福祉法人舞鶴双葉寮 その他 

〇西谷  和子 公募 市民 

 

任期：令和６年８月１日～令和８年７月３１日 

 

※舞鶴市男女共同参画推進条例第17条第6項に基づく区分 

（１）学識経験を有する者 

（２）関係行政機関の職員 

（３）関係団体の構成員 

（４）市民 

（５）その他市長が適当と認める者 
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４ 関係法令等 

 

(1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等関する法律 

 

 URL：https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031 

 

 ［e-Gov法令検索］ 

  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 全文→ 

 

 

(2)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針 

 

 URL：https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/r5_04.pdf 

 

 

 

              ［内閣府男女共同参画局ホームページ］ 

               配偶者暴力防止法 基本方針 全文→ 

 

 

（3）舞鶴市男女共同参画推進条例 

 

URL： 

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/k104RG00001002.html 

 

 

［舞鶴市ホームページ］ 

 舞鶴市男女共同参画推進条例 全文→ 

 

 

 

 


